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第
八
十
二 

  
 

憲
法
草
案 

   
 
 
 
 

一 
  

日
本
の
占
領
統
治
が
始
ま
る
前
―
―
さ
か
の
ぼ
れ
ば
中
国
国
民
政

府
の
蒋
介
石
主
席
を
加
え
て
行
わ
れ
た
カ
イ
ロ
会
談
―
―
か
ら
、
連

合
国
側
は
日
本
の
「
戦
後
」
体
制
作
り
に
取
り
組
ん
で
い
た
。 

 

カ
イ
ロ
に
お
け
る
米
英
中
首
脳
会
談
が
開
か
れ
た
の
は
四
三
年
十

一
月
二
十
二
日
か
ら
二
十
七
日
だ
か
ら
、
大
日
本
帝
国
が
降
伏
す
る

一
年
九
か
月
も
前
で
あ
る
。
そ
の
と
き
の
課
題
は
、
い
ず
れ
連
合
国

軍
に
降
伏
す
る
で
あ
ろ
う
日
本
の
資
産
処
理
と
占
領
統
治
だ
っ
た
。 

 

ま
ず
降
伏
後
の
日
本
の
領
土
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
大
戦
以
後
に

日
本
が
獲
得
し
た
太
平
洋
諸
島
の
放
棄
、
満
州
・
台
湾
・
澎
湖
諸
島

の
中
国
へ
の
返
還
、
朝
鮮
の
独
立
な
ど
が
決
め
ら
れ
た
。「
セ
ク
ス

タ
ン
ト
作
戦
」
と
称
さ
れ
る
。 

 

二
十
八
日
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
ー
チ
ル
は
カ
イ
ロ
か
ら
テ
ヘ

ラ
ン
に
飛
び
、
ソ
連
の
ス
タ
ー
リ
ン
が
加
わ
っ
て
会
談
が
行
わ
れ
た
。

こ
の
と
き
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
が
ナ
チ
ス
・
ド

イ
ツ
に
対
し
て
強
力
な
戦
線
を
展
開
し
、
ベ
ル
リ
ン
を
制
圧
す
る
大

作
戦
を
実
施
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
こ
れ
が
四
四
年
六
月
の
ノ
ル

マ
ン
デ
ィ
上
陸
作
戦
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。 

 

四
五
年
五
月
七
日
に
白
旗
を
掲
げ
た
ド
イ
ツ
は
米
・
英
・
仏
・
ソ

の
四
か
国
に
分
割
占
領
さ
れ
、
こ
こ
で
自
由
主
義
陣
営
と
共
産
主
義

陣
営
の
対
立
が
表
面
化
し
た
。
す
な
わ
ち
米
・
英
・
仏
が
占
領
し
た

地
域
が
の
ち
の
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
と
な
り
、
ソ
連
が
占
領
し
た
地

域
が
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
と
な
っ
た
。
ま
た
首
都
ベ
ル
リ
ン
は
東
西

に
分
割
さ
れ
、
の
ち
に
東
西
を
分
断
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
壁
と
非

武
装
地
帯
が
設
け
ら
れ
た
。 

 

自
由
主
義
陣
営
が
占
領
し
た
地
域
は
十
の
州
に
区
分
さ
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
に
州
政
府
と
州
議
会
が
設
置
さ
れ
た
。
し
か
し
中
央
政
府
は
設

置
さ
れ
ず
、
州
は
そ
れ
ぞ
れ
が
国
家
の
よ
う
に
機
能
し
、
州
ご
と
に

独
自
の
憲
法
が
制
定
さ
れ
て
い
っ
た
。 

 

か
つ
て
小
さ
な
公
国
が
そ
れ
ぞ
れ
に
城
と
領
土
を
持
っ
て
連
合
し

て
い
た
こ
の
国
の
歴
史
を
考
え
る
と
、
そ
れ
は
決
し
て
不
自
然
な
こ

と
で
は
な
か
っ
た
。 

 

だ
が
、
自
由
主
義
陣
営
で
は 

 
―
―
ソ
連
と
対
抗
す
る
に
は
統
一
国
家
の
存
在
が
必
要
。 

 
と
す
る
認
識
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。 

 
そ
の
認
識
が
具
体
化
し
た
の
は
一
九
四
八
年
で
あ
る
。 

 

米
・
英
・
仏
の
代
表
が
ロ
ン
ド
ン
で
会
談
し
、
西
側
三
か
国
の
占

領
地
の
統
合
と
統
一
憲
法
の
制
定
を
認
め
る
こ
と
で
合
意
し
、
よ
う
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や
く
西
ド
イ
ツ
は
憲
法
制
定
に
向
け
て
動
き
出
し
た
。 

 
十
州
と
西
ベ
ル
リ
ン
の
〝
首
相
〞
が
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
、

十
一
人
の
代
表
が
制
憲
会
議
の
委
員
を
選
考
す
る
規
則
を
作
っ
た
。

そ
の
規
則
は
州
議
会
で
承
認
さ
れ
、
し
か
る
の
ち
制
憲
会
議
は
四
八

年
九
月
か
ら
翌
年
五
月
ま
で
ボ
ン
で
開
か
れ
た
。 

 

そ
の
議
長
に
は
反
ナ
チ
闘
争
の
主
導
者
と
し
て
知
ら
れ
た
元
ケ
ル

ン
市
長
の
コ
ン
ラ
ー
ド
・
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
が
選
ば
れ
、
ワ
イ
マ
ー
ル

憲
法
を
素
案
に
草
案
が
作
成
さ
れ
た
。 

 

制
憲
会
議
は
占
領
軍
と
の
間
で
何
度
も
覚
書
を
交
わ
し
な
が
ら
草

案
を
ま
と
め
て
い
っ
た
。 

 

し
か
し
占
領
軍
は 

 

―
―
憲
法
制
定
後
も
、
最
高
権
力
は
米
・
英
・
仏
の
占
領
軍
に
あ

る
。 

 

と
す
る
占
領
規
則
を
新
た
に
設
け
、
独
立
国
家
と
し
て
の
動
き
を

制
約
し
た
。
西
ド
イ
ツ
に
再
軍
備
さ
せ
ず
、
三
か
国
が
軍
事
上
の
安

全
保
障
を
担
う
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
考
え
が
、
の
ち
に
北
大
西
洋
条
約
機
構
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
を
生

み
出
し
た
。
ち
な
み
に
西
ド
イ
ツ
は
一
九
五
〇
年
の
パ
リ
条
約
で
自

衛
の
た
め
の
軍
備
保
有
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

一
九
四
九
年
の
五
月
、
制
憲
会
議
は
草
案
を
可
決
し
、
そ
の
名
称

は
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
」
と
定
ま
っ
た
。
憲
法
と
い
う
言

葉
は
使
わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、 

 

―
―
現
在
は
ド
イ
ツ
統
一
に
向
け
た
過
渡
期
で
あ
り
、
東
西
ド
イ

ツ
が
統
一
さ
れ
た
ら
正
式
な
「
憲
法
」
を
制
定
す
る
。 

 

と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
か
ら
だ
っ
た
。 

 

基
本
法
草
案
は
五
月
十
二
日
に
占
領
軍
三
か
国
の
軍
政
長
官
の
許

可
を
得
た
が
、
そ
の
施
行
に
は
様
々
な
条
件
が
つ
い
た
。
西
ド
イ
ツ

基
本
法
草
案
が
各
州
の
議
会
で
の
採
択
を
経
て
施
行
さ
れ
た
の
は
四

九
年
五
月
二
十
四
日
で
あ
る
。 

  
 
 
 
 

二 
  

日
本
は
ど
う
だ
っ
た
か
。 

 

そ
れ
を
語
る
こ
と
は
、
コ
ー
ト
ニ
ー
・
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
が
果
た
し

た
も
う
一
つ
の
仕
事
を
書
き
と
め
て
お
く
こ
と
に
な
る
。 

 

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
は
、
戦
後
日
本
の
基
本
方
針
と
し
て
、 

 

「
平
和
的
傾
向
を
有
す
る
責
任
あ
る
政
府
の
樹
立
」 

 

「
民
主
主
義
的
傾
向
の
復
活
強
化
」 

 

「
基
本
的
人
権
の
尊
重
の
確
立
」 

 
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。 

 
日
本
政
府
は
こ
れ
を
無
条
件
に
受
諾
し
た
以
上
、
大
日
本
帝
国
憲

法
（
明
治
憲
法
）
を
抜
本
的
に
見
直
す
こ
と
が
必
然
と
さ
れ
た
。
し

か
し
東
久
邇
内
閣
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
へ
の
対
応
と
終
戦
処
理
に
忙
殺
さ
れ
、

憲
法
を
見
直
す
余
裕
が
な
か
っ
た
。 
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こ
の
間
、
法
務
省
の
法
制
局
で
は
、
第
一
部
長
・
入
江
俊
郎
の
グ

ル
ー
プ
が
非
公
式
に
明
治
憲
法
を
見
直
す
作
業
に
着
手
し
、
一
方
、

外
務
省
の
条
約
局
も
検
討
に
入
っ
て
い
た
。 

 

両
者
と
も
に 

 

―
―
日
本
み
ず
か
ら
の
意
思
で
民
主
主
義
体
制
を
整
備
す
る
必
要

が
あ
る
。 

 

と
い
う
判
断
に
基
づ
い
て
い
た
。 

 

「
自
由
の
指
令
」
が
発
令
さ
れ
た
十
月
四
日
、
近
衛
文
麿
が
マ
ッ

カ
ー
サ
ー
を
訪
問
し
、
憲
法
に
つ
い
て
意
見
を
具
申
し
た
。
近
衛
は
、

第
二
次
大
戦
の
元
凶
は
陸
軍
の
暴
走
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
お
よ
び
、
マ
ル

ク
ス
主
義
者
の
暗
躍
に
あ
っ
た
、
と
主
張
し
、
現
天
皇
の
退
位
を
条

件
に
天
皇
制
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
を
要
望
し
た
ら
し
い
。 

 

こ
の
と
き
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
新
憲
法
に
対
す
る
個
人
的
な
考
え
を

示
し
、
改
正
に
つ
い
て
示
唆
を
与
え
た
。
そ
の
知
恵
は
ホ
イ
ッ
ト
ニ

ー
が
提
供
し
た
。
厳
密
に
い
え
ば
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
が
統
括
す
る
法
務

局
の
二
十
人
を
超
え
る
法
律
ス
タ
ッ
フ
が
原
案
を
作
成
し
た
。 

 

近
衛
は
こ
れ
を
受
け
て
、
元
京
大
教
授
の
佐
々
木
惣
一
と
と
も
に

憲
法
改
正
の
調
査
に
乗
り
出
し
た
。 

 

次
い
で
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
十
月
十
一
日
、
首
相
に
就
任
し
た
ば
か

り
の
幣
原
喜
重
郎
と
会
談
し
て
「
憲
法
の
自
由
主
義
化
」
に
言
及
し
、

幣
原
は
政
府
と
し
て
こ
の
問
題
に
対
応
す
る
こ
と
と
し
た
。
国
務
大

臣
・
松
本
烝
治
を
委
員
長
と
す
る
憲
法
問
題
調
査
委
員
会
（
松
本
委

員
会
）
が
十
月
二
十
五
日
に
発
足
し
た
。 

 

こ
う
し
て
憲
法
改
正
は
日
本
人
に
よ
る
二
つ
の
動
き
に
集
約
さ
れ

た
の
だ
が
、
状
況
が
変
わ
っ
た
。
連
合
軍
諸
国
が
近
衛
を
戦
犯
と
み

な
す
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。 

 

そ
れ
を
受
け
て
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
十
一
月
一
日
、 
 

「
近
衛
の
憲
法
改
正
事
業
は
連
合
国
軍
総
司
令
部
が
指
令
し
た
も

の
で
は
な
い
」 

 

と
す
る
声
明
を
発
表
し
た
。 

 

梯
子
を
外
さ
れ
た
か
た
ち
だ
っ
た
。 

 

そ
れ
で
も
近
衛
は
十
一
月
二
十
二
日
に
「
要
綱
」
を
、
二
十
四
日

に
「
憲
法
案
」
を
天
皇
に
提
出
し
た
。
十
二
月
に
至
っ
て
Ａ
級
戦
犯

と
し
て
逮
捕
・
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
察
知
し
た
近
衛
が
青
酸
カ
リ
で

自
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
た
め
に
、
近
衛
案
は
こ
こ
で
途
絶
え
た
。 

 

以
後
、
憲
法
改
正
の
作
業
は
松
本
委
員
会
を
中
心
に
行
わ
れ
、
十

二
月
八
日
に
「
憲
法
改
正
四
原
則
」
が
ま
と
ま
っ
た
。
い
わ
ゆ
る

「
松
本
四
原
則
」
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
あ
っ

た
。 

  
一
、
天
皇
が
統
治
権
を
総
攬
せ
ら
れ
る
と
い
う
基
本
原
則
に
は
、 

 
 
 

な
ん
ら
の
変
更
を
加
え
な
い
こ
と
。 

 

二
、
議
会
の
議
決
を
要
す
る
事
項
の
範
囲
を
拡
充
す
る
こ
と
。
そ 

 
 
 

の
結
果
と
し
て
、
大
権
事
項
は
あ
る
程
度
制
限
さ
れ
る
こ
と
。 
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三
、
国
務
大
臣
の
責
任
を
国
務
の
全
般
に
わ
た
ら
し
め
、
憲
法
上 

 
 
 

天
皇
輔
弼
の
責
任
を
持
た
な
い
も
の
の
介
在
す
る
余
地
な
か 

 
 
 

ら
し
め
る
こ
と
。 

 
 
 

同
時
に
国
務
大
臣
は
議
会
に
対
し
て
責
任
を
負
う
も
の
た
ら 

 
 
 

し
め
る
こ
と
。  

 

四
、
人
民
の
自
由
お
よ
び
権
利
の
保
護
を
拡
大
す
る
こ
と
。
す
な 

 
 
 

わ
ち
、
議
会
と
無
関
係
な
立
法
に
よ
っ
て
自
由
と
権
利
を
侵 

 
 
 

害
し
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
ま
た
こ
の
自
由
と
権
利
の 

 
 
 

侵
害
に
対
す
る
救
済
方
法
を
完
全
な
も
の
と
す
る
こ
と
。 

  

こ
れ
を
も
と
に
、
年
末
か
ら
年
始
に
か
け
て
二
つ
の
「
憲
法
改
正

私
案
」（
松
本
甲
案
、
乙
案
）
が
作
成
さ
れ
た
。
こ
こ
ま
で
が
第
一

段
階
と
い
っ
て
い
い
。
幣
原
首
相
は
二
案
を
閣
議
に
か
け
、
修
正
を

加
え
た
も
の
を
政
府
案
と
し
て
取
り
ま
と
め
、
二
月
八
日
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ

に
示
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。 

  
 
 
 
 

三 
  

四
六
年
の
二
月
一
日
、
毎
日
新
聞
が
朝
刊
で
そ
の
内
容
を
ス
ク
ー

プ
し
た
。
こ
れ
を
知
っ
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
政
局
長
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
は
た
だ

ち
に
行
動
を
起
こ
し
た
。 

 

ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
は
極
東
諮
問
委
員
会
と
の
会
談
を
通
じ
て
、
彼
ら

が
天
皇
制
の
廃
止
と
日
本
の
憲
法
改
正
問
題
に
強
い
関
心
を
持
っ
て

い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
そ
の
諮
問
委
員
会
を
母
体
と
し
て
、
よ

り
強
力
な
権
限
を
持
つ
「
極
東
委
員
会
」
の
発
足
が
二
月
二
十
六
日

に
迫
っ
て
い
た
。 

 

彼
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
許
に
膨
大
な
資
料
を
提
出
し
た
。
そ
こ
に

「
極
東
委
員
会
が
憲
法
改
正
の
政
策
決
定
を
す
る
前
な
ら
ば
、
Ｇ
Ｈ

Ｑ
に
憲
法
改
正
の
権
限
が
あ
る
」
と
い
う
意
見
が
添
え
ら
れ
て
い
た
。 

 

こ
こ
で
い
う
「
Ｇ
Ｈ
Ｑ
」
と
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
い
う
に
等

し
い
。 

 

膨
大
な
資
料
と
い
う
の
は
、
民
政
局
の
法
務
担
当
ス
タ
ッ
フ
二
十

五
人
が
総
出
で
作
成
し
た
新
憲
法
の
草
案
だ
っ
た
。 

 

二
月
八
日
に
日
本
政
府
が
示
し
た
日
本
案
は
、
毎
日
新
聞
が
ス
ク

ー
プ
し
た
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
明
治
憲
法
を
若
干
手
直
し

し
た
程
度
と
い
う
点
で
は
大
差
な
か
っ
た
。 

 

―
―
日
本
政
府
に
期
待
す
る
の
は
無
理
。 

 

と
い
う
判
断
が
、
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
に
あ
っ
た
。 

 

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、 

 
「
基
本
的
人
権
を
制
限
又
は
廃
棄
す
る
憲
法
改
正
を
禁
止
す
る
」 

 
と
い
う
規
定
の
削
除
を
指
示
し
、
そ
の
上
で
こ
の
草
案
を
基
本
的

に
了
承
し
た
。
そ
の
後
、
最
終
的
な
調
整
作
業
を
経
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草

案
は
十
二
日
に
完
成
し
た
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
承
認
を
経
て
、
日
本

政
府
に
提
示
さ
れ
た
の
は
翌
十
三
日
で
あ
る
。 
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当
日
の
会
合
に
出
席
し
た
の
は
、
外
務
大
臣
・
吉
田
茂
、
国
務
大

臣
・
松
本
烝
治
だ
っ
た
。
彼
ら
は
、
先
に
提
出
し
て
あ
っ
た
政
府
案

に
対
す
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
意
見
を
聞
く
つ
も
り
で
臨
ん
で
い
た
た
め
、
こ

と
の
急
展
開
に
驚
い
た
。 

 

こ
の
と
き
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
や
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
が
強
引
だ
っ
た
背
景

に
は
「
極
東
委
員
会
が
発
足
す
る
前
に
」
と
い
う
焦
り
が
隠
れ
て
い

た
。 

 

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
代
表
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
の
意
図
は
、

天
皇
制
を
存
続
さ
せ
つ
つ
日
本
を
非
武
装
化
し
、
か
つ
交
戦
権
を
認

め
ず
、
民
主
化
し
経
済
発
展
を
促
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
対
し
て
極
東

委
員
会
の
ソ
連
代
表
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
代
表
は
天
皇
制
の
廃
止
を

強
く
主
張
し
て
い
た
。 

 

―
―
Ｇ
Ｈ
Ｑ
案
を
呑
ま
な
け
れ
ば
、
天
皇
制
廃
止
論
を
抑
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。 

 

と
い
う
説
明
が
、
民
政
局
の
法
務
担
当
ス
タ
ッ
フ
か
ら
内
閣
府
の

ス
タ
ッ
フ
に
事
務
レ
ベ
ル
で
、
あ
る
い
は
二
月
十
三
日
の
会
合
で
吉

田
茂
、
松
本
烝
治
に
行
わ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。 

 

日
本
政
府
は
二
十
二
日
の
閣
議
で
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
の
事
実
上
の
受
け

入
れ
を
決
定
し
、
極
東
委
員
会
が
発
足
し
た
二
十
六
日
の
閣
議
で
Ｇ

Ｈ
Ｑ
草
案
に
沿
っ
た
新
し
い
憲
法
草
案
を
起
草
す
る
こ
と
を
決
定
し

た
。 

 

  
 
 
 
 

四 
  

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
は
カ
イ
ロ
会
談
よ
り
も
っ
と
前
、
四
二
年

八
月
の
時
点
で
日
本
の
戦
後
処
理
を
考
え
る
「
極
東
班
」
が
国
務
省

に
設
置
さ
れ
て
い
た
。
極
東
地
域
と
日
本
に
関
す
る
専
門
家
が
集
め

ら
れ
、
戦
争
に
突
入
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
日
本
の
構
造
分
析
な
ど

詳
細
な
調
査
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
調
査
は
「
Ｔ
シ
リ
ー
ズ
」
と
呼
ば

れ
る
文
書
で
報
告
さ
れ
た
。 

 

次
い
で
「
国
と
地
域
の
諸
委
員
会
」（
Ｃ
Ａ
Ｃ
）
が
多
く
の
報
告

書
を
作
成
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
Ｃ
Ａ
Ｃ
文
書
」
が
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の

原
案
と
な
っ
た
。
一
九
四
四
年
四
月
二
十
九
日
の
日
付
を
持
つ
文
書

の
中
に
、
日
本
の
非
武
装
化
や
主
権
在
民
の
考
え
方
が
記
さ
れ
て
い

る
。 

 

さ
ら
に
国
務
・
陸
・
海
軍
三
省
調
整
委
員
会
（
Ｓ
Ｗ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
）
は

そ
れ
を
も
と
に
「
降
伏
時
に
お
け
る
初
期
対
日
方
針
」
を
策
定
し
た
。

ま
た
同
委
員
会
文
書
第
二
二
八
号
（
Ｓ
Ｗ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
２
２
８
）
に
は
、

憲
法
改
正
の
項
目
が
列
挙
さ
れ
て
い
た
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
民
政
局
が
依
拠

し
た
の
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
と
Ｓ
Ｗ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
２
２
８
だ
っ
た
。 

 
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
Ｓ
Ｗ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
の
意
向
を
重
視
し
た
が
、
日
本
国
内
の
動

き
に
も
配
慮
し
た
。
な
か
で
も
注
目
し
た
の
は
民
間
の
憲
法
研
究
会

が
作
成
し
た
「
憲
法
草
案
要
綱
」
だ
っ
た
。 
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憲
法
研
究
会
は
、
四
五
年
十
月
二
十
九
日
、
日
本
文
化
人
連
盟
創

立
準
備
会
に
際
し
、
高
野
岩
三
郎
の
提
案
で
結
成
さ
れ
た
も
の
だ
っ

た
。
憲
法
史
研
究
者
の
鈴
木
安
蔵
が
事
務
局
を
担
当
し
、
杉
森
孝
次

郎
、
森
戸
辰
男
、
岩
淵
辰
雄
な
ど
が
参
加
し
て
い
た
。 

 

事
務
局
を
担
当
し
た
鈴
木
が
私
的
に
策
定
し
た
「
日
本
共
和
国
憲

法
草
案
要
綱
」
を
叩
き
台
と
し
て
、
研
究
会
内
で
の
討
議
を
も
と
に
、

鈴
木
が
最
終
案
を
作
成
し
た
。
十
二
月
二
十
六
日
、
内
閣
に
届
け
出

る
と
と
も
に
、
記
者
団
に
発
表
し
た
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
は
英
語
が
達
者
な

杉
森
が
持
参
し
た
。 

  

一
、
日
本
国
の
統
治
権
は
、
日
本
国
民
よ
り
発
す
る 

 

一
、
天
皇
は
、
国
民
の
委
任
に
よ
り
専
ら
国
家
的
儀
礼
を
司
る 

 

一
、
国
民
の
言
論
・
学
術
・
芸
術
・
宗
教
の
自
由
を
妨
げ
る
如
何 

 
 
 

な
る
法
令
を
も
発
布
す
る
こ
と
は
で
き
な
い 

 

一
、
国
民
は
、
健
康
に
し
て
文
化
的
水
準
の
生
活
を
営
む
権
利
を 

 
 
 

有
す
る 

 

一
、
男
女
は
、
公
的
並
び
に
私
的
に
完
全
に
平
等
の
権
利
を
享
有 

 
 
 

す
る 

  

な
ど
が
骨
子
で
あ
っ
て
、
十
年
後
に
再
度
、
新
憲
法
制
定
の
た
め

の
国
民
投
票
を
行
う
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。
国
民
主
権
、
男

女
平
等
、
表
現
・
信
教
の
自
由
、
国
民
福
利
な
ど
が
謳
わ
れ
、
天
皇

の
役
割
と
権
限
は
国
家
的
儀
礼
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
要
綱
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
関
心
を
持
っ
た
。
通
訳
・
翻
訳
部
（
Ａ
Ｔ

Ｉ
Ｓ
）
を
動
員
し
て
翻
訳
す
る
と
と
も
に
、
詳
細
な
検
討
を
加
え
た
。

そ
の
レ
ポ
ー
ト
に
民
政
局
の
ラ
ウ
エ
ル
中
佐
が 

 

―
―
こ
の
憲
法
草
案
に
盛
ら
れ
て
い
る
諸
条
項
は
、
民
主
主
義
的

で
、
賛
成
で
き
る
も
の
で
あ
る
。 

 

と
い
う
意
見
を
添
え
、
そ
こ
に
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
が
サ
イ
ン
を
し
た
。

い
わ
ゆ
る
「
ラ
ウ
エ
ル
文
書
」
で
あ
る
。 

 

「
ラ
ウ
エ
ル
文
書
」
は
参
謀
長
あ
て
に
提
出
さ
れ
、
政
治
顧
問
部

の
ア
チ
ソ
ン
か
ら
国
務
長
官
に
伝
達
さ
れ
た
。
そ
れ
が
回
り
ま
わ
っ

て
二
月
十
三
日
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
日
本
政
府
に
示
し
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
案

だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

 

次
に
掲
げ
る
の
は
四
六
年
十
一
月
の
も
の
で
あ
っ
て
、
時
間
的
な

推
移
で
い
う
と
、
こ
こ
で
登
場
す
る
の
は
お
か
し
い
の
だ
が
、
日
ご

ろ
の
雑
事
で
目
を
通
す
機
会
が
な
い
。
筆
者
と
し
て
是
非
に
も
こ
こ

に
書
き
と
ど
め
て
お
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

  
日
本
国
民
は
、
正
当
に
選
挙
さ
れ
た
国
会
に
お
け
る
代
表
者
を
通

じ
て
行
動
し
、
わ
れ
ら
と
わ
れ
ら
の
子
孫
の
た
め
に
、
諸
国
民
と
の

協
和
に
よ
る
成
果
と
、
わ
が
国
全
土
に
わ
た
つ
て
自
由
の
も
た
ら
す

恵
沢
を
確
保
し
、
政
府
の
行
為
に
よ
つ
て
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起
る

こ
と
の
な
い
や
う
に
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
こ
こ 

 

に
主
権
が
国
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民
に
存
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、
こ
の
憲
法
を
確
定
す
る
。 

 
そ
も
そ
も
国
政
は
、
国
民
の
厳
粛
な
信
託
に
よ
る
も
の
で
あ
つ
て
、

そ
の
権
威
は
国
民
に
由
来
し
、
そ
の
権
力
は
国
民
の
代
表
者
が
こ
れ

を
行
使
し
、
そ
の
福
利
は
国
民
が
こ
れ
を
享
受
す
る
。
こ
れ
は
人
類

普
遍
の
原
理
で
あ
り
、
こ
の
憲
法
は
、
か
か
る
原
理
に
基
く
も
の
で

あ
る
。
わ
れ
ら
は
、
こ
れ
に
反
す
る
一
切
の
憲
法
、
法
令
及
び
詔
勅

を
排
除
す
る
。 

 

日
本
国
民
は
、
恒
久
の
平
和
を
念
願
し
、
人
間
相
互
の
関
係
を
支

配
す
る
崇
高
な
理
想
を
深
く
自
覚
す
る
の
で
あ
つ
て
、
平
和
を
愛
す

る
諸
国
民
の
公
正
と
信
義
に
信
頼
し
て
、
わ
れ
ら
の
安
全
と
生
存
を

保
持
し
よ
う
と
決
意
し
た
。
わ
れ
ら
は
、
平
和
を
維
持
し
、
専
制
と

隷
従
、
圧
迫
と
偏
狭
を
地
上
か
ら
永
遠
に
除
去
し
よ
う
と
努
め
て
ゐ

る
国
際
社
会
に
お
い
て
、
名
誉
あ
る
地
位
を
占
め
た
い
と
思
ふ
。 

 

わ
れ
ら
は
、
全
世
界
の
国
民
が
、
ひ
と
し
く
恐
怖
と
欠
乏
か
ら
免

か
れ
、
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

わ
れ
ら
は
、
い
づ
れ
の
国
家
も
、
自
国
の
こ
と
の
み
に
専
念
し
て
他

国
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
つ
て
、
政
治
道
徳
の
法
則
は
、

普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
法
則
に
従
ふ
こ
と
は
、
自
国
の
主
権

を
維
持
し
、
他
国
と
対
等
関
係
に
立
た
う
と
す
る
各
国
の
責
務
で
あ

る
と
信
ず
る
。 

 

日
本
国
民
は
、
国
家
の
名
誉
に
か
け
、
全
力
を
あ
げ
て
こ
の
崇
高

な
理
想
と
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を
誓
ふ
。 
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補 

注 

〜
〜
〜
〜 

 

澎
湖
諸
島 

Pénghú Q
únd

ăo

／
ポ
ン
フ
ー 

チ
ュ
ン
ダ
オ
／
ほ
う
こ
し
ょ

と
う
：
中
国
大
陸
と
台
湾
島
の
間
（
台
湾
海
峡
）
に
あ
る
大
小
六
十
四
の
小

島
で
成
る
諸
島
で
、
日
本
は
日
清
戦
争
に
勝
っ
た
代
償
と
し
て
、
遼
東
半
島

と
と
も
に
領
有
権
を
獲
得
し
た
。
日
本
が
正
式
に
領
有
権
を
放
棄
し
た
の
は

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
だ
が
、
中
華
人
民
共
和
国
と
中
華
民
国
が
と

も
に
領
有
権
を
主
張
し
帰
属
不
明
と
な
っ
た
。 

制
憲
議
会
規
則	 

州
議
会
が
人
口
七
十
五
万
人
に
一
人
の
割
合
で
選
ん
だ
州

代
表
議
員
六
十
五
人
と
、
票
決
権
を
も
た
な
い
ベ
ル
リ
ン
代
表
五
人
の
計
七

十
人
を
選
出
す
る
。
七
十
人
の
委
員
の
中
か
ら
専
門
委
員
を
選
び
、
彼
ら
の

手
で
憲
法
草
案
を
作
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。 

ア
デ
ナ
ウ
ア

 
K
onrad A

denauer

／
１
８
７
６
〜
１
９
６
７
。
ド
イ
ツ

連
邦
共
和
国
成
立
と
と
も
に
初
代
首
相
と
な
り
、
ド
イ
ツ
の
復
興
に
貢
献
し

た
。 

入
江
俊
郎 

い
り
え
・
と
し
お
／
１
９
０
１
〜
１
９
７
２
。
東
京
に
生
ま
れ

一
九
二
四
年
、
東
京
帝
国
大
学
を
卒
業
し
て
内
務
省
に
入
っ
た
。
四
六
年
、

法
制
局
長
官
と
し
て
日
本
国
憲
法
草
案
の
策
定
と
そ
の
口
語
化
に
尽
力
し
た
。

五
二
年
に
は
最
高
裁
判
事
と
な
り
松
川
事
件
、
砂
川
事
件
、
白
鳥
事
件
な
ど

を
担
当
し
た
。 

自
由
の
指
令	 

反
体
制
的
な
思
想
や
言
動
を
厳
し
く
取
り
締
ま
っ
て
い
た
大

日
本
帝
国
政
府
に
対
し
、
四
五
年
十
月
四
日
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
自
由
を
抑
圧
す
る

制
度
を
廃
止
す
る
よ
う
命
じ
た
。
正
式
に
は
「
政
治
的
、
公
民
的
及
び
宗
教

的
自
由
に
対
す
る
制
限
の
除
去
の
件
（
覚
書
）」
で
あ
る
。
思
想
、
信
仰
、
集

会
お
よ
び
言
論
の
自
由
を
制
限
し
て
い
た
あ
ら
ゆ
る
法
令
の
廃
止
、
内
務
大

臣
、特
高
警
察
職
員
な
ど
約
四
千
人
の
罷
免
・
解
雇
、政
治
犯
の
即
時
釈
放
、

特
高
の
廃
止
な
ど
を
命
じ
て
い
た
。
東
久
邇
内
閣
は
こ
れ
を
実
行
で
き
な
い

と
し
て
翌
五
日
に
総
辞
職
し
た
。 

松
本
烝
治 

ま
つ
も
と
・
じ
ょ
う
じ
／
１
８
７
７
〜
１
９
５
４
。
東
京
に
生

ま
れ
一
九
〇
〇
年
東
京
帝
国
大
学
を
出
て
〇
三
年
助
教
授
。
一
三
年
法
務
省

法
制
局
参
事
官
を
兼
務
し
一
九
年
南
満
州
鉄
道
副
社
長
、
二
三
年
山
本
権
兵

衛
内
閣
の
と
き
法
務
局
長
、
の
ち
勅
撰
議
員
・
弁
護
士
と
な
っ
た
。
関
西
大

学
学
長
、
斎
藤
実
内
閣
で
商
工
相
、
第
一
東
京
弁
護
士
会
会
長
な
ど
を
経
て

四
五
年
幣
原
喜
重
郎
内
閣
で
国
務
相
と
し
て
憲
法
改
正
問
題
に
当
た
っ
た
。 

松
本
委
員
会	 

一
九
四
五
年
十
月
二
十
七
日
か
ら
四
六
年
二
月
二
日
ま
で
に

総
会
七
回
、
調
査
会
・
小
委
員
会
十
五
回
が
開
か
れ
た
。
当
初
は
学
問
的
な

見
地
か
ら
憲
法
を
調
査
・
研
究
す
る
こ
と
が
主
眼
で
憲
法
改
正
を
目
的
と
し

て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
Ｇ
Ｈ
Ｑ
や
議
会
・
世
論
な
ど
の
要
望
に
応
え
る
中

で
憲
法
改
正
案
を
策
定
す
る
役
目
を
負
っ
た
。 

国
務
・
陸
・
海
軍
三
省
調
整
委
員
会 

State-W
ar-N
avy Coordinating C 

om
m
ittee

：
Ｓ
Ｗ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
：
一
九
四
四
年
十
二
月
、
戦
後
の
占
領
政
策
に
つ

い
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
の
意
思
統
一
を
図
る
目
的
で
、
国
務
省
、
陸
軍

省
、
海
軍
省
の
意
見
調
整
の
場
と
し
て
設
置
さ
れ
た
。
各
省
の
政
策
は

SW
N
CC

で
調
整
さ
れ
、
統
合
参
謀
本
部
を
経
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
の

政
策
と
な
っ
た
。
下
部
機
関
と
し
て
極
東
小
委
員
会
（
Ｓ
Ｆ
Ｅ
）
が
設
置
さ

れ
、
対
日
占
領
政
策
の
原
案
作
成
に
当
た
っ
た
。 

高
野
岩
三
郎 

た
か
の
・
い
わ
さ
ぶ
ろ
う
／
１
８
７
１
〜
１
９
４
１
。 

長
崎
県
に
生
ま
れ
九
歳
で
父
親
を
亡
く
し
た
。
実
兄
・
房
太
郎
の
経
済
的
援

助
を
得
て
一
八
九
五
年
、
東
京
帝
国
大
学
を
卒
業
し
た
。
九
六
年
「
社
会
政

策
学
会
」
の
創
設
に
参
加
し
、
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
帰
っ
た
の
ち
、
東
京
帝
大

教
授
。
一
九
四
六
年
「
日
本
共
和
国
憲
法
私
案
要
綱
」
を
発
表
し
た
の
ち
日
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本
放
送
協
会
会
長
に
就
任
し
た
。 

鈴
木
安
蔵 

す
ず
き
・
や
す
ぞ
う
／
１
９
０
４
／
１
９
８
３
。
在
野
の
研
究

者
と
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
し
て
大
日
本
帝
国
憲
法
を
は
じ
め
と
す
る
憲

法
史
・
政
治
史
を
研
究
し
た
。
一
九
五
二
年
静
岡
大
学
教
授
、
愛
知
大
学
教

授
な
ど
を
務
め
た
。 
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